
鳥取地方最低賃金審議会 

第２回 鳥取県最低賃金専門部会 議事要旨 
開催日時  令和 ６ 年 ７ 月 30 日（ 火 ） ９ 時 30 分～ 12 時 00 分 

開催場所  鳥取労働局 ４階大会議室 

出席状況 

公益を代表する委員 出席 ３ 人 定数 ３ 人 

労働者を代表する委員 出席 ２ 人 定数 ３ 人 

使用者を代表する委員 出席 ３ 人 定数 ３ 人 

主要議題 

（１）令和６年度地域別最低賃金改定の目安について 

（中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対する伝達） 

（２）鳥取県最低賃金の改正決定に係る関係労使の意見の申出について 

（３）鳥取県最低賃金の改正審議 

（４）その他 

 

 

 

 

 

 

議  事  要  旨 

（１）中央最低賃金審議会藤村会長から、目安の位置付け及び目安のポイント、発効日等に

ついてビデオメッセージを通じて説明があった。 

（２）関係労働者から、最低賃金の決定及び改正について意見陳述が行われた。 

（３）公労使の委員により、最低賃金の改正審議が行われた。 

【第１次提示金額】 

労側：1,050円（現行 900円より 150円 引上げ） 

使側：936円～945円の幅で最大 945円（現行 900円より 36円から 45円 引上げ） 

（４）事務局から、次回の専門部会の開催日程について説明があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


